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竜巻防護扉又は竜巻防護板による 

設計飛来物の進入防止に係る補足説明資料 

【公開版】 

本資料は，【濃縮個別 35-1 R1】の改訂版（R2）である。 

改訂内容は以下のとおり。 

〇2 号発回均質棟の一連の評価がわかるよう事業変更許可申請書に示す防護対象，設計上考慮する

竜巻の設定等の記載を追加した（添付１ 2.及び 3.参照）。 

〇評価対象部位のうち，建屋躯体の評価については，第 3回申請の評価にて荷重に対して十分な裕

度を有することを確認済みであることがわかる記載を追加した（添付１ 4.(2)参照）。 

〇設計竜巻荷重の設定において考慮する空気密度に関する説明を添付１ 別紙 1に追加した。 

〇再処理施設における BRL 式の適用性に関する説明を濃縮施設における適用性の考え方として見直

した（添付１ 別紙 3参照）。 

※【濃縮個別 35-1 R1】から変更した部分を青字にて示す。
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1. 概要 

本資料は，第 5 回申請の【加工施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書】

（以下「説明書」という。）において説明した事項のうち，「別添１ 竜巻防護扉又は竜巻

防護板による設計飛来物の進入防止について」に関して，申請内容の妥当性，記載内容の

根拠等について説明するものである。 

 

2. 設計の考え方 

2号均質槽の設計飛来物に対する防護設計の概要を以下に示すとともに「別添１ 竜巻

防護扉又は竜巻防護板による設計飛来物の進入防止について」に関する補足説明を添付

１に示す。 

➢ 2号均質槽は 2号発回均質棟に収納し，建屋により防護することを基本とする。 

➢ 設計飛来物の進入により 2号均質槽の安全機能に影響を及ぼし得る開口部には，防

護板等（竜巻防護扉，竜巻防護板）により設計飛来物の進入を防止する設計とする。 

➢ 防護板等（竜巻防護扉，竜巻防護板）の設置に当たっては，保守・点検及び資機材

等の搬出入を考慮した設計とする。 

➢ 防護設計を実施する開口部を設計飛来物導線と 2号均質槽の配置関係から選定する。 

➢ 開口部から離れた位置に設置する竜巻防護板は，設計飛来物の進入を防止できる高

さ及び幅を有する設計とする。 

➢ 竜巻防護扉及び竜巻防護板の健全性評価については，竜巻影響評価ガイドに準拠す

るとともに，事業変更許可申請書で設定した設計竜巻，設計荷重にて評価する。 

➢ 竜巻防護扉及び竜巻防護板の評価対象部位の選定に当たっては，構造及び荷重伝播

経路を考慮して選定する。 

➢ 風力係数の設定については，設置場所及び形状を考慮し，「建設省告示 第 1454 号

（平成 12年 5月 31日制定）」に基づき設定する。 

➢ 設計飛来物の貫通評価については，先行発電炉及び再処理施設を参考にし，BRL 式

により評価する。 
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来物の進入防止について」に関する補足説明 
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設工認申請書 補足説明 備考 

1. 概要 

本資料は，竜巻事象に対する防護設計のうち，「建屋により防護する施設」に分類する 2 号均

質槽が設計上想定する竜巻の最大風速（100 m/s）による設計飛来物により閉じ込め機能を損な

うおそれがないことを説明するものである。 

2号均質槽は 2号発回均質棟に収納し，建屋により防護することを基本とする。2号発回均質

棟の躯体（建屋壁，建屋屋根）の竜巻事象に対する強度評価については，本申請の第3回申請に

て説明済であり，今回の申請においては，2号発回均質棟の開口部（扉，シャッタ）に係る設計

について説明する。（注1）2号発回均質棟の開口部（扉，シャッタ）は，設計飛来物に対して防護が

期待できない可能性があるため，設計飛来物の進入により2号均質槽の閉じ込め機能に影響を及

ぼし得る開口部に竜巻防護扉又は竜巻防護板を設置する。 

上記により，竜巻防護扉又は竜巻防護板が設計飛来物の貫通を防止又は設計飛来物の運動エネ

ルギーを吸収できることを評価し，2号均質槽の閉じ込め機能が損なわれるおそれがないことを

確認する。 

 

2. 基本方針 

(1) 基本方針 

事業変更許可申請書に示すとおり，「建屋により防護する施設」（2 号発回均質棟）について

は，建屋が設計荷重による影響を受けない設計とする。具体的には，建屋は，設計荷重に対して

主架構の構造健全性が維持されるとともに，個々の部材の破損により本施設内の竜巻防護施設

が閉じ込め機能を損なわない設計とする。 

設計飛来物の衝突に対しては，貫通が防止でき，かつ，衝撃荷重に対して健全性が確保でき

る設計とする。 

建屋により防護する施設を収納する 2 号発回均質棟の開口部（扉，シャッタ）のうち，設計

飛来物の進入により 2 号均質槽の安全機能に影響を与え得るおそれのある開口部（扉，シャッ

タ）には防護板等により設計飛来物の進入を防止する設計とする。 

ａ．設計飛来物の貫通を防止することができる又は設計飛来物の運動エネルギーを吸収すること

ができる設計とする。 

ｂ．建屋及び設備の耐震性に影響を与えない設計とする。 

ｃ．竜巻防護施設の安全機能に影響を与えない設計とする。 

ｄ．保守・点検及び資機材等の搬出入を考慮した設計とする。 

 

(2) 防護対象施設 

事業変更許可申請書に示すとおり，設計上考慮する竜巻の最大風速により 2 号均質槽の閉じ

込め機能が影響を受けないよう，2 号均質槽を収納する 2 号発回均質棟及び 2 号均質槽の閉じ

込め機能に影響を及ぼし得る開口部に設置する竜巻防護扉及び竜巻防護板を防護対象施設とす

る。 

 

(3) 設計上考慮する竜巻の設定 

竜巻に対する防護設計に当たって，設計上考慮する竜巻の最大風速等を設定する必要がある

が，事業変更許可申請書に示すように，基準竜巻の設定に用いたデータが過去の記録に基づく

ものであること，突風関連指数による解析は相対的な傾向を把握するものであること及び日本

において過去に発生した最大級の竜巻がF3であることから，今後の気象条件の変動等の不確定

要素を考慮し，設計及び運用に保守性を持たせるために，設計上考慮する竜巻の最大風速は100 

 

 

 

 

（注 1）第 3 回申請の竜巻事象に対する強度評価では，設計飛来物の衝突により建屋壁，建屋屋根に

貫通・裏面剥離が発生しないことを申請し認可済みである（竜巻防護板を設置する予備室及び搬

入室の壁，屋根を含む）。なお，本評価で用いている設計飛来物は，第 3回申請の評価で用いて

いる設計飛来物と同じである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第3回申請における2号発回均質棟の貫通限界

厚さ：26.1 cm 

・第3回申請における2号発回均質棟の裏面剥離

限界厚さ：45.4 cm 

・2号発回均質棟の屋根・外壁・内壁の厚さ：45.4 

cm以上（2号Qマス室除く） 
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設工認申請書 補足説明 備考 

m/sとする。また，設計荷重は，設計上考慮する竜巻の特性に基づいて設定する。 

 

(4) 設計飛来物の設定 

事業変更許可申請書に示すとおり，竜巻影響評価ガイドを参考にプラントウォークダウンに

よる施設全体を俯瞰した調査及び検討を行い，敷地内の資機材等の設置状況を踏まえ，竜巻防

護施設に衝突する可能性のある飛来物を抽出する。抽出した飛来物に竜巻影響評価ガイドに例

示される飛来物を加え，それぞれの寸法，質量及び形状から飛来の有無を判断し，運動エネル

ギー及び貫通力を考慮して，竜巻防護対策によって防護が出来ない可能性があるものは，固縛，

建屋内収納又は撤去により飛来物とならないようにする。 

なお，敷地内の車両については，入構を管理するとともに，固縛又は退避を必要とする区域

（以下「飛来対策区域」という。）を設定し，竜巻の襲来が予想される場合には，停車又は走行

している状況に応じて固縛又は飛来対策区域外へ退避することにより，飛来物とならないよう

管理を行うことから，設計飛来物として考慮しない。 

 

(5) 荷重の組み合わせと許容限界 

ａ．竜巻防護施設に作用する設計竜巻荷重 

事業変更許可申請書に示すとおり，設計竜巻荷重は，竜巻影響評価ガイドに準拠し，風圧力

による荷重（WW），気圧差による荷重（WP），設計飛来物による衝撃荷重（WM）を組み合わせ

た複合荷重とし，複合荷重 WT1 及び WT2 は米国原子力規制委員会の基準類を参考として算定

する。 

 

ｂ．設計竜巻荷重と組み合わせる荷重の設定 

事業変更許可申請書に示すとおり，常時作用する荷重及び運転時荷重として，自重，死荷重，

活荷重を適切に組み合わせる。また，竜巻以外の自然現象による荷重として，冬季における竜

巻の発生を想定し，建築基準法に基づいて積雪の荷重を適切に考慮する。 

 

ｃ．許容限界 

事業変更許可申請書に示すとおり，建屋・構築物の設計において，設計飛来物の衝突による

貫通及び裏面剥離発生の有無の評価については，貫通及び裏面剥離が発生する限界厚さ及び部

材の最小厚さを比較することにより行う。貫通評価は，設計飛来物の貫通力が大きくなる向き

で衝突することを考慮して評価を行う。さらに，設計荷重により発生する変形又は応力が安全

上適切と認められる規格及び規準による終局耐力等の許容限界に対して安全余裕を有する設

計とする。 

 

3. 竜巻防護設計 

2号均質槽を建屋（2号発回均質棟）に収納し，2号発回均質棟は設計荷重に対して主架構の構

造健全性が維持されるとともに，個々の部材の破損により本施設の竜巻防護施設が閉じ込め機能

を損なわない設計とする（第 3 回申請にて建屋躯体（建屋壁，建屋屋根）の強度評価を申請済

み。）。 

建屋により防護する施設を収納する2号発回均質棟の開口部（扉，シャッタ）のうち，設計飛

来物の進入により 2 号均質槽の安全機能に影響を与え得るおそれのある開口部を設計飛来物導

線（開口部からの設計飛来物進入経路）と2号均質槽の配置関係から選定する。具体的には，設

計飛来物導線上に遮蔽物（建屋壁，建屋屋根）がなく，2号均質槽の設置エリアに設計飛来物が

進入し得る開口部を防護設計の対象として選定する。選定した開口部に竜巻防護扉又は竜巻防護

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注2）2号発回均質棟の南側には2号カスケード棟，東側には渡り廊下（中央操作棟と同じ2階建て

の建築構造物），中央操作棟等の建屋があることから，これらの建屋に面している開口部を設計

飛来物の進入経路から除外する。 
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設工認申請書 補足説明 備考 

板を設置し，設計飛来物の進入を防止する設計とする。（注2） 

竜巻防護扉及び竜巻防護板の設置概要及び構造概要を以下に示す。 

(1) 設置概要 

2号発回均質棟の開口部（扉，シャッタ）のうち，2号均質槽の安全機能に影響を及ぼし得る

開口部は，屋外から 2号発回均質室西側に通じる扉，屋外と通じている予備室から 2号発回均

質室北側に通じる扉，屋外と通じている搬入室から 2号発回均質室南側に通じる扉の 3つであ

り，当該部に竜巻防護扉又は竜巻防護板を設置する。2号均質槽と開口部，設計飛来物導線を図

1に示す（竜巻防護扉：№1，竜巻防護板：№15及び№20）。 

 

(2) 構造概要 

ａ．竜巻防護扉 

竜巻防護扉は，表側鋼板及び扉枠等の鋼製材料を主構造とし，アンカーボルトによって建屋

躯体に一体化された扉枠に，ヒンジ及びカンヌキによって扉本体を固定することで支持する設

計とする。また，竜巻防護扉表側鋼板に作用する荷重が扉枠を介して周辺躯体へ伝達する構造

とする。竜巻防護扉の構造概要を図2に示す。（注3） 

 

ｂ．竜巻防護板 

竜巻防護板は，設計飛来物の進入を防止するために十分な範囲を覆う鋼板と支持架構からな

り，鋼板に作用する荷重が支持架構を介して周辺躯体へ伝達する構造とする。竜巻防護板の構

造概要を図3に，設計飛来物導線と竜巻防護板の配置を図4及び図5に示す。（注4） 

 

(3) 強度評価方針 

竜巻防護扉，竜巻防護板の強度評価は「4.(3)ｄ．荷重の組合せ」に示す荷重及びその組合せ

に対し，考慮する荷重ごとに設定した許容限界を満足することにより確認する。 

設計荷重に対する強度評価のフローを図6に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注 3）竜巻防護扉は，2号発回均質室西側に通じる既設の建屋扉（図 1の№1）を竜巻防護扉に交換

し，設計飛来物の進入を防止するものである。 

 

 

 

 

（注4）竜巻防護板の設置にあたっては，当該開口部が物品搬入経路であることを考慮し，開口部から

離れた位置（予備室・搬入室側）に竜巻防護板を設置するとともに，設計飛来物の進入を防止で

きる高さ及び幅を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・建屋への衝突及び建屋内の構造物との衝突等

により飛来物の運動エネルギーが吸収される。 
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設工認申請書 補足説明 備考 

 
図6 設計荷重に対する強度評価のフロー図 

 

(4) 準拠規格・基準等 

・建築基準法及び同施行令 

・発電用原子力設備規格 設計・建設規格 JSME S NC-1-2005/2007 

・タービンミサイル評価について（原子炉安全専門審査会 昭和52年7月20日） 

・鋼構造設計基準-許容応力度設計法（日本建築学会 2005改訂） 

・原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（原子力規制委員会 令和元年9月6日） 

・機械工学便覧α3編 材料力学（日本機械学会 2005年4月25日） 

・実用ラーメン計算便覧 増補改訂版（岡村雅夫編 瀧野正次著 産業図書 昭和58年5月15

日） 

・各種合成構造設計指針・同解説（日本建築学会 2010年11月1日 第2版） 

・日本産業規格（JIS） 

・竜巻飛来物衝突を受ける鋼板の耐貫通性能に関する研究-BRL 式の適用性に関する基礎検討

（電力中央研究所 研究報告O19003 2019年11月） 

 

4. 強度評価方法 

(1) 記号の定義 

強度評価に用いる記号を表1に示す。 
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表1 強度評価に用いる記号 

 

(2) 評価対象部位 

2号発回均質棟の構造健全性の確認では，「4.(3)ｄ．荷重及び荷重の組合せ」に示すよう

に，竜巻による風圧力による荷重，気圧差による荷重及び設計飛来物による荷重を考慮する。 

これらが作用する部位として，設計竜巻荷重については建屋の外郭を構成する壁を，衝突検

討用竜巻荷重については建屋の外郭を構成する壁及び屋根を評価対象部位として選定する（第

3回申請にて強度評価を申請済み。）。 

また，2号発回均質棟の開口部（扉，シャッタ）のうち，設計飛来物の進入により2号均質

槽の安全機能に影響を与え得るおそれのある開口部に設置する竜巻防護扉及び竜巻防護板につ

いても，「4.(3)ｄ．荷重及び荷重の組合せ」に示すように，竜巻による風圧力による荷重，気

圧差による荷重及び設計飛来物による荷重を考慮するとともに，これらが作用する部位として

配置場所及び荷重の伝播経路を考慮して評価対象部位を選定する。詳細を以下に示す。（注5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注5）2号均質槽を収納する2号発回均質棟の健全性評価は第3回申請で評価しており，設計竜巻荷

重については建屋の外郭を構成する壁を，衝突検討用竜巻荷重については建屋の外郭を構成する

壁及び屋根を評価対象部位として選定している。設計飛来物の衝突に対する2号発回均質棟建屋

躯体の評価において，設計飛来物による設計竜巻荷重は，地震によるせん断応力に対して小さく，

十分な余裕を有していることから，本評価では，設計飛来物の進入により2号均質槽の安全機能

に影響を及ぼし得る開口部に設置する竜巻防護扉及び竜巻防護板の荷重伝搬経路となる各部材

について健全性評価を実施する。なお，竜巻防護扉及び竜巻防護板の荷重伝搬経路は設計竜巻荷

重の作用する方向に応じて各々設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第3回申請における2号発回均質棟に対する設

計竜巻荷重 

(EW方向)WT1：4,204 kN 

WT2：7,316 kN 

(NS方向)WT1：10,489 kN 

WT2：15,628 kN 

・第3回申請における2号発回均質棟の地震によ

るせん断力 

(EW方向)：77,700 kN 

(NS方向)：77,700 kN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記号 定義 単位 

VD ：最大風速 (m/s) 

VT ：移動速度 (m/s) 

VRm ：最大接線風速 (m/s) 

⊿Pmax ：最大気圧低下量 (hPa) 

q ：設計用速度圧 (N/m2) 

ρ ：空気密度（＝ 1.22） (kg/m3) 

G ：ガスト影響係数（＝ 1.0） (－) 

C ：風力係数 (－) 

A ：受圧面積（風向きに垂直な向きに投影した面積） (m2) 

WW ：風圧力による荷重 (N) 

WP ：気圧差による荷重 (N) 

WM ：設計飛来物による衝撃荷重 (N) 

Ln 
：設計飛来物サイズ（設計飛来物の各辺の長さのうち，最短辺

の長さ） 
(m) 

M ：設計飛来物の質量 (kg) 

V ：設計飛来物の最大水平速度 (m/s) 
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6 

設工認申請書 補足説明 備考 

ａ．設計竜巻荷重に対する評価対象部位 

(a) 気圧差による荷重（WP） 

① 竜巻防護扉 

設計竜巻通過時に生じる気圧差による荷重は，通常時に対して躯体外向き方向に竜巻防護

扉表側鋼板に作用し，ヒンジ，カンヌキ及び扉枠を介して建屋躯体に伝達されることから，

これらの部位が評価対象候補部位として抽出される。 

このうち，表側鋼板に作用した荷重を保守的にカンヌキ部（カンヌキ，カンヌキ受けピン，

カンヌキ受けボルト）にて全て受けるものとし，ヒンジ及び扉枠は評価対象外とする。（注6） 

 

② 竜巻防護板 

竜巻防護板A,Bは，予備室又は搬入室内に設置することから閉じた施設の障壁には該当せ

ず，気圧差が生じないため，評価対象外とする。 

 

 

 

 

(b) 風圧力による荷重（WW）及び設計飛来物による衝撃荷重（WM） 

① 竜巻防護扉 

風圧力による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重は，躯体内向き方向となり竜巻防護扉表

側鋼板に作用し，扉枠に荷重が伝達される。そのため，扉枠を評価対象部位とする。 

ヒンジ，カンヌキは躯体内向き方向に作用する荷重に対して直接的な伝達経路とならない

構造となっていることから，これらの部位は評価対象外とする。（注7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注6）実際の気圧差による荷重は，竜巻防護扉の裏側鋼板に作用するが，主要部材である表側鋼板に

作用するものとして考える。竜巻防護扉の気圧差による荷重伝播経路は以下のとおり。 

① 表側鋼板 ⇒ ② カンヌキ ⇒ ③ カンヌキ受けピン ⇒ ④ カンヌキ受けボルト ⇒ 躯体 

 

 

（注7）竜巻防護扉の風圧力による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重伝播経路は以下のとおり。 

① 表側鋼板 ⇒ ⑤ 扉枠 ⇒ 躯体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①

②

設計竜巻荷重

③
④

平面図

①

設計竜巻荷重

⑤

側面図
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設工認申請書 補足説明 備考 

② 竜巻防護板 

竜巻防護板A,Bは，竜巻防護扉と同様に躯体内向き方向に風圧力による荷重及び設計飛来

物による衝撃荷重が鋼板に作用し，支持架構を介して建屋躯体に伝達されるため，支持架構

及び支持架構アンカーボルト，後打ちプレートを評価対象部位とする。（注8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 組合せ荷重 

「4.(3)ｄ．荷重及び荷重の組合せ」に記載する荷重の組合せに基づき，竜巻防護扉カンヌ

キ部，竜巻防護扉扉枠，竜巻防護板支持架構，竜巻防護板アンカーボルト及び竜巻防護板後

打ちプレートに対して標準力学式に従い応力評価を実施する。ただし，気圧差による荷重

（WP）については，保守的な評価となるように風圧力による荷重（WW）及び設計飛来物によ

る衝撃荷重（WM）に足し合わせ評価を行う。なお，設計飛来物の衝撃荷重に対するひずみ評

価は行わない。 

 

ｂ．設計飛来物の衝突に対する貫通評価における評価対象部位 

設計飛来物の進入を防止する設計とするため，開口部に設置する竜巻防護扉表側鋼板及び竜

巻防護板鋼板を評価対象部位とする。 

 

(3) 荷重及び荷重の組合せ 

ａ．荷重の算定に用いる竜巻の特性値 

荷重の算定に用いる竜巻の特性を表2に示す。 

 

表2 荷重の算定に用いる竜巻の特性（注9） 

 

 

（注8）竜巻防護板の風圧力よる荷重及び設計飛来物による衝撃荷重伝播経路は以下のとおり。 

① 鋼板 ⇒ ② 支持架構 ⇒ ④ 後打ちプレート ⇒ ③ 支持架構アンカーボルト ⇒ 躯体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注9）設計竜巻荷重の設定において考慮する空気密度について別紙1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最大 

風速 

移動 

速度 

最大接線 

風速 

最大接線 

風速半径 

空気 

密度 

最大気圧 

低下量 

VD VT VRM Rm ρ ⊿Pmax 
(m/s) (m/s) (m/s) (m) (kg/m3) (hPa) 

100 15 85 30 1.22 89 

 

①

②

④

設計竜巻荷重

③
側面図
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設工認申請書 補足説明 備考 

 

ｂ．荷重の算定に用いる設計飛来物 

荷重の算定に用いる設計飛来物を表3に示す。 

 

表3 荷重の算定に用いる設計飛来物 

 

 

ｃ．設計竜巻荷重 

設計竜巻荷重を表4に示す。 

 

表4 設計竜巻荷重 

 

*1：風力係数は，建築基準法・同施行令に基づき，算定する。（注10） 

*2：受圧面積は，風圧を受ける面積として竜巻防護扉表側鋼板，竜巻防護板鋼板の高さ及び幅により算定す

る。 

 

ｄ．荷重の組合せ 

荷重の組合せは以下のとおり設定する。 

設計竜巻荷重は，竜巻影響評価ガイドに準拠し，風圧力による荷重（WW），気圧差による荷

重(WP)及び設計飛来物による衝撃荷重（WM）を組合せた複合荷重（WT1及びWT2）とする。 

 

表5 荷重の組合せ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注10）風力係数の算出に係る設計の考え方を別紙2に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計飛来物 

寸法 質量 

最大 

水平 

速度 

最大 

鉛直 

速度 

L3：長さ L2：幅 L1：奥行 M V V’ 
（m） （m） （m） (kg) (m/s) (m/s) 

鋼製材 4.2 0.3 0.2 135 51 34 

 

風圧力による荷重 

（WW） 

竜巻の最大風速による荷重であり，竜巻影響評価ガイドに準拠

し，次式のとおり算出する。 

WW ＝ q × G × C＊1 × A＊2 
q ＝ 1/2 × ρ × VD2 

気圧差による荷重 

（WP） 

竜巻影響評価ガイドに準拠し，次式のとおり算出する。 

WP ＝ ⊿Pmax × A 
設計飛来物による衝撃荷重 

（WM） 

「4.(3)b. 荷重の算定に用いる設計飛来物」に基づき算定され

る設計飛来物の衝撃荷重 

WM ＝ M・V2/L1 

 

荷重の種類 荷重の組合せ 

設計竜巻荷重 
複合荷重（WT1） WP 

複合荷重（WT2） WW＋1/2WP＋WM 

衝突検討用竜巻荷重 WM 
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設工認申請書 補足説明 備考 

ｅ．設計竜巻荷重と組合せる荷重の設定 

竜巻は積乱雲や積雲に伴って発生する現象であり，積乱雲の発生時に竜巻と同時に発生す

る可能性がある自然現象は，落雷，積雪，降雹及び降水である。これらの自然現象により発

生する荷重は，竜巻防護扉，竜巻防護板が建屋躯体内に設置され，物理的な影響が小さいこ

と等から考慮不要とし，評価対象外とする。 

 

(4) 許容限界 

竜巻防護扉，竜巻防護板の許容限界は，荷重の種類ごとに以下のとおりとする。 

 

ａ．設計竜巻荷重 

算定された荷重により発生する荷重及び応力が許容限界以下であること。 

 

ｂ．衝突検討用竜巻荷重 

竜巻防護扉表側鋼板及び竜巻防護板鋼板の厚さが貫通限界厚さを上回ること。 

 

(5) 評価方法 

「4.(2) 評価対象部位」に対して「4.(3)ｄ．荷重の組合せ」に示す荷重により発生する応力

が，許容限界を超えないことを確認する。評価対象部位と荷重の関係を表6に示す。 

 

表6 評価対象部位と荷重 

 

 

ａ．設計竜巻荷重 

(a) 竜巻防護扉 

① カンヌキ部（カンヌキ，カンヌキ受けピン，カンヌキ受けボルト） 

竜巻防護扉が開放状態になることを防止するためにカンヌキ部が機能することから，次式

により求められる曲げ応力及び組合せ応力が設計引張強さ：SUを超えないこと，せん断応力

については，設計引張強さの1/√3：SU/√3を超えないことを確認する。 

・カンヌキ 

σb ＝ MK / Z1 

τb ＝ QK / A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価対象部位 

荷重の組合せ 

複合荷重 

WT1 
複合荷重 

WT2 
貫通評価 

竜巻防護扉 

カンヌキ部 

カンヌキ ● － － 

カンヌキ受けピン ● － － 

カンヌキ受けボルト ● － － 

扉枠 － ● － 

表側鋼板 － － ● 

竜巻防護板 

支持架構 － ● － 

支持架構アンカーボルト － ● － 

後打ちプレート － ● － 

鋼板 － － ● 
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設工認申請書 補足説明 備考 

σbb ＝ �σb2 ＋ 3τb2 

R ＝ WP / n 

MK ＝ R・L 

QK ＝ R 
・カンヌキ受けピン 

σbp ＝ MP / Z2 

τbp ＝ QP / A2 

σbpb ＝ �σbp2 ＋ 3τbp2 

MP ＝ R・LP / 4 

QP ＝ R / 2 

・カンヌキ受けボルト 
τt = T / A3 

T ＝ R / nb 
ここで， 

 

 

② 扉枠 

扉枠に作用する荷重は，扉と接する4辺で受け持つこととし，次式により求められるせん

断応力が設計引張強さの1/√3：SU/√3を超えないことを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σb ：カンヌキ 1本当たりに生じる曲げ応力 （N/mm2） 

τb ：カンヌキ 1本当たりに生じるせん断応力 （N/mm2） 

σbb  ：カンヌキ 1本当たりに生じる組合せ応力 （N/mm2） 

σbp ：カンヌキ受けピン 1本当たりに生じる曲げ応力 （N/mm2） 

τbp ：カンヌキ受けピン 1本当たりに生じるせん断応力 （N/mm2） 

σbpb  ：カンヌキ受けピン 1本当たりに生じる組合せ応力 （N/mm2） 

τt ：カンヌキ受けボルト 1本当たりに生じるせん断応力 （N/mm2） 

R ：カンヌキ 1本当たりに生じる反力 （N） 

MK ：カンヌキに生じる曲げモーメント （N・mm） 

MP ：カンヌキ受けピンに生じる曲げモーメント （N・mm） 

Z1 ：カンヌキの断面係数 （mm3） 

Z2 ：カンヌキ受けピンの断面係数 （mm3） 

QK ：カンヌキに生じるせん断力 （N） 

QP ：カンヌキ受けピンに生じるせん断力 （N） 

T ：カンヌキ受けボルト 1本当たりに生じるせん断力 （N） 

A1 ：カンヌキの断面積 （mm2） 

A2 ：カンヌキ受けピンの断面積 （mm2） 

A3 ：カンヌキ受けボルトの断面積 （mm2） 

n ：カンヌキの本数 （本） 

nb ：カンヌキ受けボルト本数 （本） 

L ：作用点間距離 （mm） 

LP ：カンヌキ受けピンの軸支持間距離 （mm） 
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設工認申請書 補足説明 備考 

τt = T / A 
A = 2a (Wh + Wd) 
ここで， 

 

 

(b) 竜巻防護板 

① 支持架構 

竜巻防護板A,Bの構造は，逆L字形架構2本からなり，竜巻防護板鋼板が躯体開口部を覆

う構造である。逆L字形架構は下端を躯体床へ固定，上端を躯体壁へ固定する構造であり両

端固定のL形ラーメンとみなせる。 

保守的な評価として，設計飛来物が縦はり中央に水平に衝突する場合を想定する。竜巻防

護板に作用する風圧力による荷重（WW）の 1/2を片側の L字架構で受け持つものとし，も

う一方のL字架構でも1/2の荷重を受け持つものとする。なお，設計飛来物による衝突荷重

（WM）は，一方のL字架構の縦はり中央に衝突する場合を想定しており，1/2の荷重として

扱わないこととする。 

上記により，支持架構を両端固定のL形ラーメンとして図7のとおりモデル化し，次式に

より求められる組合せ応力（σA，σB，σC）の最大応力値（σmax）が設計引張強さ：SUを超

えないことを確認する。 

σA＝��
HA

AA
＋

MA

ZA
�
2

＋3 �
VA
AA
�
2

 

σB＝�
|MB|

ZB
� 

σC＝��
VC
AC

＋
|MC|

ZC
�
2

＋3 �
HC

AC
�
2

 

σmax＝Max�σA，σB，σC� 

MA＝
Pab2

2ℓ2�k＋1�
 

MB＝−
Pab2

ℓ2�k＋1�
 

MC＝−
Pab

2ℓ2�k＋1�
�kℓ＋�k＋2�a� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 τt  ：扉枠に生じるせん断応力 （N/mm2） 

T(WT2) ：扉枠に生じるせん断力 （N） 

A ：扉枠に生じるせん断断面積 （mm2） 

a ：扉枠の板厚 （mm） 

Wh ：扉枠が荷重を受ける高さ（竜巻防護扉表側鋼板の高さ） （mm） 

Wd ：扉枠が荷重を受ける幅（竜巻防護扉表側鋼板の幅） （mm） 
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設工認申請書 補足説明 備考 

−VA＝VC＝
3MA

c
 

HA＝
Pb − MB + MC

ℓ
 

HC＝P − HA 

k＝
cIBC
ℓIAB

 

ここで， 

 

※1：WWの1/2の荷重を各L字架構が受け持つ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P（WT2） ：集中荷重（WW+1/2WP+WM）※1 （N） 

ℓ ：縦はり長さ （mm） 

a ：荷重作用点までの距離 （mm） 

b ：荷重作用点までの距離 （mm） 

c ：横はり長さ （mm） 

σA ：固定点 A に作用する組合せ応力 （N/mm2） 

σB ：接点 B に作用する組合せ応力 （N/mm2） 

σC ：固定点 C に作用する組合せ応力 （N/mm2） 

σmax  ：固定点 A,C，接点 B に作用する最大組合せ応力 （N/mm2） 

HA ：固定点 A に作用する水平力 （N） 

HC ：固定点 C に作用する水平力 （N） 

VA ：固定点 A に作用する鉛直力 （N） 

VC ：固定点 C に作用する鉛直力 （N） 

MA ：固定点 A に作用する曲げモーメント （N・mm） 

MB ：接点 B に作用する曲げモーメント （N・mm） 

MC ：固定点 C に作用する曲げモーメント （N・mm） 

AA ：固定点 A の支持架構の断面積 （mm2） 

AB ：接点 B の支持架構の断面積 （mm2） 

AC ：固定点 C の支持架構の断面積 （mm2） 

ZA ：固定点 A の支持架構の断面係数 （mm3） 

ZB ：接点 B の支持架構の断面係数 （mm3） 

ZC ：固定点 C の支持架構の断面係数 （mm3） 

IAB  ：はり AB 間の断面二次モーメント （mm4） 

IBC  ：はり BC 間の断面二次モーメント （mm4） 

k ：剛性比 （－） 
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設工認申請書 補足説明 備考 

 

図7 支持架構モデル概略図 

 

 

② 支持架構アンカーボルト 

アンカーボルトに作用する荷重は，支持架構A点及びC点のうち，曲げモーメント及び水

平力が大きいC点での荷重VC，MC，HCとする。ここで，HCはせん断荷重，MC及びVCは引

張荷重に寄与する。これらの荷重が「加工施設の耐震性に関する説明書」に基づき算出する

許容引張力（pa）及び許容せん断力（qa）の組合せ荷重が1を超えないことを次式により確

認する。 

�
p

pa
�
2
＋�

q
qa
�
2
≦1 

ここで， 

 

 

③ 後打ちプレート 

後打ちプレートに作用する荷重として，支持架構C点での支持架構のモーメントにより，

後打ちプレートには引張力が作用する。最大の引張力が作用する部位で片持ちばりとして図

8のとおりモデル化し，次式により求められる曲げ応力が設計引張強さ：SUを超えないこと

を確認する。 

σm＝
Mm
Zm

 

Mm＝Fλ 

Zm＝bt2/6 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p ：引張荷重 （N） 

q ：せん断荷重 （N） 
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設工認申請書 補足説明 備考 

 

※1：後打ちプレートに作用する引張荷重と最大曲げモーメントは保守的にアンカーボルトの引張荷重2

本分の荷重から求めるものとする。 

 

 

 

図8 後打ちプレートモデル概略図 

 

 

ｂ．衝突検討用竜巻荷重 

竜巻防護扉表側鋼板，竜巻防護板鋼板の厚さが，次式（「タービンミサイル評価について（原

子炉安全専門審査会 昭和 52年 7月 20日）」で用いられているBRL式）により求められる貫

通限界厚さ（T）を 0.97*1で除した設計上担保する鋼板の貫通限界厚さを下回らないことを確

認する。（注11） 

T
3
2＝

0.5・M・V2

1.4396 × 109・K2・d
3
2
 

ここで， 

 

※1：研究報告の実験時のBRL式による貫通限界厚さ/研究報告で実験的に非貫通が確認された実測厚さ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注11）竜巻防護扉表側鋼板及び竜巻防護板鋼板の貫通評価については，タービンミサイル評価等で

用いられているBRL式※1を用いて貫通限界厚さを算出しており，評価式に含まれる等価直径の考

え方によって，貫通限界厚さは変動する。 

貫通評価に用いる設計飛来物は，衝突面が角型の飛来物であり，BRL式の等価直径に入力する

方法が明らかになっていないが，先行発電炉では，接触面積が同等な円直径を等価直径としてい

る。 

一方，本施設では，設計飛来物が同じである再処理施設と同じく，最新の知見を取り入れて「衝

突部の周長と等価な周長の円の直径」を等価直径として設定している。最新の知見では，各種設

計条件に対する BRL 式の検証を解析及び試験の両面から実施しており，本設計の類似条件下に

おいても一定の妥当性が示されていることから「衝突部の周長と等価な周長の円の直径」を等価

直径として適用することが可能である。BRL式の適用性に係る説明を別紙3に示す。 

 

※1：「タービンミサイルについて（昭和52年7月20日 原子炉安全専門審査会）」の中で鋼板

に対する貫通厚さの算出式に使用されているBRL式。 

 

 

 

  

σm  ：後打ちプレートに生じる最大曲げ応力 （N/mm2） 

Mm ：最大曲げモーメント （N・mm） 

Zm ：計算モデルの断面係数 （mm3） 

F ：引張荷重（2p）※1 （N） 

λ ：計算モデルの曲げ長さ （mm） 

b ：計算モデルの幅 （mm） 

t ：後打ちプレートの厚さ （mm） 

 

M ：設計飛来物の質量 （kg） 

V ：設計飛来物の最大水平速度 （m/s） 

K ：鋼板の材質に関する係数 （－） 

d ：設計飛来物が衝突する衝突断面の等

価直径 

（m） 

T ：BRL式による鋼板の貫通限界厚さ （m） 
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15 

 

設工認申請書 補足説明 備考 

5. 強度評価結果 

設計竜巻荷重については，表7及び表8に示すとおり，設計竜巻荷重により発生する荷重及び応力が許容限界を満足する。また，衝突検討用竜巻荷重につい

ては，表9に示すとおり，竜巻防護扉表側鋼板，竜巻防護板鋼板の厚さが設計上担保する鋼板の貫通限界厚さを上回ることから，許容限界を満足する。 
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図 1 2号均質槽と開口部，設計飛来物導線 

PN
凡例

：設計飛来物導線

防護対象の
2号均質槽設置エリア

予備室

№1

2号発回均質室

C付着ウラン回収廃棄物室

2C中間室

搬入室

2B中間室 2A中間室

B付着ウラン回収廃棄物室 A付着ウラン回収廃棄物室

2号カスケード棟

渡
り
廊
下

№2

№15

№5

№9

№16

№10

№3 №4

№6 №7

№8

№11

№12 №13 №14

№17 №18 №19

№20
№21 №22 №23 №24

中
央
操
作
棟
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図 2 竜巻防護扉 構造図 
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図 3 竜巻防護板 構造図 
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A

A

シャッタ

竜巻防護板鋼板

設計飛来物導線

A-A矢視

竜巻防護板鋼板
シャッタ

設計飛来物導線

№15

予備室

図 4 設計飛来物導線と竜巻防護板の配置（№15開口部） 
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図 5 設計飛来物導線と竜巻防護板の配置（№20開口部） 

A

A

A-A矢視

竜巻防護板鋼板
シャッタ

設計飛来物導線

竜巻防護板鋼板

搬入室

シャッタ

№20

設計飛来物導線
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別紙 1 
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設計竜巻荷重の設定において考慮する空気密度について 

 

竜巻に対する設計において考慮する設計竜巻荷重としては，最大風速を 100 m/s とする

とともに，空気密度を 1.22 kg/m3として，風圧力による荷重及び気圧差による荷重を設定

している。想定している空気密度は，常温常圧（15 ℃程度，1013 hPa）を前提としたもの

である。 

一方，冬季において竜巻が発生する場合は，気温の低下に伴って空気密度が大きくなり，

より厳しい設計竜巻荷重を与えることになる。 

ここでは，空気密度を 1.22 kg/m3とすることついて，設計竜巻荷重の設定方法，設計竜

巻の想定，竜巻が発生する気象状況，竜巻による気圧低下の影響等の観点を考慮し，その妥

当性を説明する。 

 

1. 設計竜巻荷重の設定 
事業変更許可申請書に示すとおり，設計竜巻荷重として考慮する風圧力による荷重及び

気圧差による荷重は以下のとおりとしている。 
(1) 風圧力による荷重 

WW＝q・G・C・A 

q＝（1/2）・ρ・VD2 

 

ここで， 

WW ：風圧力による荷重 

q ：設計用速度圧 

G ：ガスト影響係数（＝1.0） 

C ：風力係数 

A ：受圧面積 

ρ ：空気密度（＝1.22 kg/m3） 

VD ：最大風速 

 

(2) 気圧差による荷重 

WP=⊿Pmax・A 

⊿Pmax=ρ・VRm2 

 

ここで， 

WP ：気圧差による荷重 

⊿Pmax ：最大気圧低下量 

VRm ：最大接線風速 
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2. 設計竜巻荷重の設定方法の妥当性評価 
(1) 最大風速の設定における保守性 

「1. 設計竜巻荷重の設定」に示すとおり，風圧力及び気圧差による荷重は，風速の

2 乗に比例し，空気密度に比例する。すなわち，空気密度よりも風速の方が，設計竜巻

荷重への寄与は大きいと言える。 

また，竜巻検討地域で過去に発生している竜巻の規模は F2クラスであること，竜巻検

討地域における F3 クラス以上の竜巻の発生は極めて発生し難いことが定量的に評価さ

れていること，そのうえで設計竜巻の最大風速を 100 m/sと設定していることからする

と，空気密度の増減による荷重への影響を考慮したとしても，設計竜巻の最大風速の設

定において十分な保守性を確保しているものと考える。 

 
(2) 竜巻発生時の気象状況 

日本において過去に発生した F3 竜巻とその発生時における最寄りの気象官署等の気

温データを補足別表 1に示す。また，竜巻検討地域及びその周辺で過去に発生した F2竜

巻とその発生時における最寄りの気象官署等の気温データを補足別表 2に示す。 

補足別表 1及び補足別表 2に示す過去の観測データからすると，比較的規模の大きい

竜巻が発生する時の気温はそれほど低くなく，せいぜい 10 ℃を下回る程度であること

が分かる。気象学的には，地上気温が高く，上空大気との気温差が大きいほど大気の不

安定度が高まる。また，気温が高いほど飽和水蒸気量が指数関数的に増大し，例えば気

温 20 ℃を基準として大気が含みうる水蒸気量は，気温が 10 ℃低下する毎に約半分に

なる。これらの表は，設計竜巻の規模の竜巻を引き起こしうる積乱雲に発達するには，

比較的高い地上気温をもって下層大気が十分に湿潤でかつ大きな不安定度を有する必

要があることを反映したものであるといえる。 

また，寒候期（12月～3月）に竜巻検討地域の周辺で発生した竜巻（海上発生分を除

く）とその発生時における最寄りの気象官署等の気温データを補足別表 3に示す。これ

によると，冬季における竜巻の発生例は見られ，補足別表 1，補足別表 2 に示した事例

に比べて低い気温で発生している事例もあるものの，いずれも竜巻の規模は小さい。氷

点下レベルで気温が低くなると大気の不安定度が小さくなり，飽和水蒸気量が大きく減

ることで，設計竜巻規模の竜巻を引き起こし得る積乱雲への発達を促す条件とはなり難

いため，発生する竜巻の規模が小さくなるだけでなく，竜巻自体の発生数も極端に少な

くなる。 
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補足別表 1 日本で発生した F3竜巻の発生時における気温 

発生日時 発生時刻 発生場所 気温 

1971年 7月 7日 7 時 50分 埼玉県大宮市 データなし 

1990年 12月 11 日 19時 13分 千葉県茂原市 
14.6 ℃（19:10 茂原） 

14.6 ℃（19:20 茂原） 

1999年 9月 24日 11時 7分 愛知県豊橋市 
25.5 ℃（11:00 豊橋） 

25.6 ℃（11:10 豊橋） 

2006年 11月 7日 13時 23分 
北海道網走支庁 

佐呂間町 

15.9 ℃（13:20 佐呂間） 

15.9 ℃（13:30 佐呂間） 

2012年 5月 6日 12時 35分 茨城県つくば市 
24.5 ℃（12:30 つくば） 

24.3 ℃（12:40 つくば） 

 
補足別表 2 竜巻検討地域及びその周辺で発生した 

F2竜巻の発生時における気温 

発生日時 発生時刻 発生場所 最寄りの地点の気温 

1965年 9月 5日 11時 40分 青森県むつ市 
20.8 ℃（9:00 むつ） 

21.3 ℃（12:00 むつ） 

1979年 11月 2日 1 時 58分 
北海道渡島支庁 

 松前郡松前町 

9.3 ℃（24:00 函館） 

9.7 ℃（3:00 函館） 

1980年 10月 31 日 9 時 00分 
北海道日高支庁 

 門別町 

11.1 ℃（9:00 浦河） 

7.2 ℃（12:00 浦河） 

1992年 5月 22日 14時 00分 
岩手県下閉伊郡 

川井村 

18.2 ℃（14:00 宮古） 

14.6 ℃（15:00 宮古） 

1994年 10月 5日 6 時 35分 
北海道日高支庁 

 門別町 

16.7 ℃（6:30 日高門別） 

16.8 ℃（6:40 日高門別） 

1999年 10月 29 日 19時 30分 
北海道渡島支庁 

 松前郡松前町 

18.0 ℃（19:20 松前） 

17.9 ℃（19:40 松前） 

2003年 10月 25 日 20時 00分 
北海道胆振支庁 

勇払郡厚真町 

12.6 ℃（19:50 厚真） 

13.8 ℃（20:10 厚真） 

2004年 10月 22 日 16時 50分 
北海道日高支庁 

 門別町 

14.7 ℃（16:40 日高門別） 

14.9 ℃（17:00 日高門別） 
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足別表 3 竜巻検討地域周辺で冬季（12月～3月）に発生した 
竜巻（海上発生分を除く）の発生時における気温 

発生日時 発生時刻 発生場所 Ｆスケール 最寄りの地点の気温 

1968年 1月 26日 0時 30分 
青森県北津軽郡 

金木町 
－ 

－2.3 ℃（24:00 青森） 

－2.7 ℃（3:00 青森） 

1983年 1月 20日 16時 20分 
北海道渡島支庁 

松前町 
－ 

－0.3 ℃（16:00 松前） 

－1.6 ℃（20:00 松前） 

2009年 1月 25日 5時 00分 
北海道日高支庁 

日高郡新ひだか町 
Ｆ1 

－0.3 ℃（4:50 静内） 

0.2 ℃（5:10 静内） 

2012年 12月 6日 11時 40分 
北海道日高地方 

様似郡様似町 
Ｆ0 

6.8 ℃（11:30 浦河） 

7.6℃（11:50 浦河） 

2013年 1月 2日 18時 30分 
北海道日高地方 

日高郡新ひだか町 
Ｆ1 

－2.0℃（18:20 静内） 

－1.6℃（18:40 静内） 

 

(3) ガイド等における空気密度の記載 
「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」には空気密度の値に係る具体的な記載はない

が，当該ガイドが参照している文献には空気密度の具体的な値が示されている。いずれ

に示されている値も 1.22 kg/m3と同等である。 

 

・原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（案）及び解説（１） ：1.22 kg/m3 

・REGULATORY GUIDE 1.76（２） ：1.226kg/m3 

・竜巻による原子力施設への影響に関する調査研究（３） ：1.226 kg/m3 

 
(4) 竜巻襲来時における気圧低下を想定した空気密度 

ランキン渦モデルを想定した竜巻の気圧は，竜巻から無限遠の位置を標準気圧とする

と，以下によって算出できる（下式の導出については別添資料参照）。これをもとに，竜

巻中心からの距離と気圧低下量の関係を図示したものを補足別図 1に示す。 

p
ρVRm2

=

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧1

2
�

r
Rm

�
2
− 1  (r ≤ Rm) 

−
1
2
�

Rm

r
�
2

  (r > Rm)
 

 

ここで， 

p ：気圧 

ρ ：空気密度 

VRm ：最大接線風速 

Rm ：最大接線風速半径 

r ：竜巻中心からの距離 
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竜巻による最大風速を受ける位置（竜巻の中心から 30 mの位置）における気圧低下量

は 44 hPaであるから，これを考慮すると竜巻襲来時の気圧は 969 hPa（＝1013－44）と

なる。 

一方で，竜巻発生時の低温の影響を考慮するにあたっては，極値ではなく冬季の平均

的な気温との組合せを想定する。六ケ所村における冬季における平均気温の平年値は－

2 ℃程度であり，これをもとに空気密度を評価すると以下のようになる。 
 

ρ =
P･M
R･TM

=
0.0034837 × P

T + 273.15
 

=
0.0034837 × 96900

−2 + 273
 

= 1.245 
 

ここで， 

P ：空気圧力（Pa） 

M ：空気の平均分子量（g/mol） 

R ：気体定数（＝8.3142×103 Nm/（kmol・K）） 

TM ：空気の温度（K） 

T 空気の温度（℃） 

（出典：US STANDARD ATMOSPHERE, 1976（４）） 
 

以上より，気温の低下による空気密度の影響は 2 %程度とごくわずかである。 
 

 
補足別図 1 竜巻による気圧低下量 
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3. 結論 

「2. 設計竜巻荷重の設定方法の妥当性評価」より，設計竜巻のような大規模な竜巻は，

それほど低温状況下では発生していないこと，国内外における基準類においても空気密度

1.22 kg/m3 程度の値を採用していること，仮に竜巻と低温の組合せを想定しても空気密度

に及ぼす影響はごくわずかであること，及び以上を踏まえたうえで設計竜巻の最大風速の

想定で十分な保守性を考慮していることから，空気密度 1.22 kg/m3として設計竜巻荷重を

設定することは妥当と考える。 

 
4. 参考文献 
(1) 原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（案）及び解説，平成 25年 10月，独立行政法人

原子安全基盤機構． 

(2) REGULATORY GUIDE 1.76, DESIGN-BASIS TORNADO AND TORNADO MISSILES FOR NUCLEAR 

POWER PLANTS, Revision 1, March 2007, U.S. NUCLEAR REGULATORY COMMISSION. 

(3) 平成 21～22 年度原子力安全基盤調査研究（平成 22年度） 竜巻による原子力施設へ

の影響に関する調査研究，独立行政法人原子力安全基盤機構委託研究成果報告書，平

成 23年 2月，東京工芸大学． 

(4) US STANDARD ATMOSPHERE, 1976, October 1976, NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC 

ADMINISTRATION, NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, UNITED STATES 

AIR FORCE. 
 

以上 
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別添資料 
 

竜巻の気圧分布の算出式について 
 
ランキン渦モデルを想定した竜巻の気圧分布の算出式は，以下のように導出される。 
ランキン渦モデルによる竜巻の風速場は以下のように表される。 
 

Vr = �

rVRm
Rm

  (r ≤ Rm)

RmVRm
r

  (r > Rm)
        …式① 

Vr：半径 r における接線風速，VRm：最大接線風速， 

Rm：最大接線風速半径（＝30 m），r：竜巻中心からの距離 
 
一方，気圧勾配と遠心力のつり合いから以下の式が成り立つ。 
 

dp
dr

= ρ
Vr2

r
               …式② 

 
式①を式②に代入し積分すると以下のようになる。 

 

p
ρVRm2

=

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧�

r
Rm
2 dr =

1
2

r2

Rm
2 + C1   (r ≤ Rm)

�
Rm
2

r3
dr = −

1
2

Rm
2

r2
+ C2  (r > Rm)

 …式③ 

 
竜巻から無限遠における気圧を 0 とし，r＝Rmで気圧が連続であることからC1＝－1，C2＝0 とす

ると，気圧は以下のようになる。 

 

p
ρVRm2

=

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧1

2
�

r
Rm

�
2
− 1  (r ≤ Rm) 

−
1
2
�

Rm

r
�
2

   (r > Rm)
    …式④ 

以上 
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別紙 2 

  

33



 

1 

風力係数について 

 

【風力係数の設定根拠】 

竜巻防護扉及び竜巻防護板の評価に用いる風力係数は「建設省告示 第 1454 号（平成

12年 5月 31 日制定）」に基づき，Cf＝Cpe－Cpi として算出する。 

竜巻防護扉は，屋外と通じる扉であり，躯体外側から内側方向に風圧力が作用する。ま

た，竜巻防護板は，室内に設置するが，屋外と通じているシャッタ等が損傷した場合に風

圧力が防護板に加わる。これらを踏まえ，Cpe の値は，風上壁面の 0.8 kz とする。なお，

kz については，H（約 7 m）＞Zb（5），Z＝H であることから 1とする。 

以上により，Cf＝0.8×1－0となり，風力係数は 0.8とする。 

 

 

「建設省告示 第 1454号（平成 12年 5月 31日制定）」 

第 3 表 1「壁面の Cpe」，表 5「閉鎖型及び開放型の建築物の Cpi」 
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「建設省告示 第 1454号（平成 12年 5月 31日制定）」 

記号の説明及び kz 算出式 
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BRL式に適用する等価直径について 

 

鋼板の貫通評価については，タービンミサイル評価等で用いられているBRL式※1を用い

て貫通限界厚さを算出しており，評価式に含まれる等価直径（D）の考え方によって，貫

通限界厚さは変動する。先行発電炉では，接触面積が同等な円の直径を等価直径（D）と

している。 

一方，本施設では竜巻防護扉表側鋼板及び竜巻防護板鋼板の厚さについて，保守性を持

ちながらも，耐震性の観点から合理的な厚さとするため，最新の知見を取り入れて周長と

同じ円周を持つ円の直径を等価直径（D）として設定することとしている。 

 

※1：「タービンミサイル評価について（昭和52年7月20日原子炉安全専門審査会）」の中で

鋼板に対する貫通厚さの算出式に使用されている。 

 

1. 竜巻防護扉表側鋼板及び竜巻防護板鋼板に対する貫通評価式（BRL式）に適用する等価

直径について 

竜巻防護扉表側鋼板及び竜巻防護板鋼板の貫通評価は，タービンミサイル評価等で用

いられているBRL式により貫通限界厚さを算出している。 

 

 〈BRL式〉 

T
3
2 =

0.5mv2

1.4396 × 109・K2・D
3
2

 

 
T ：貫通限界厚さ（m） 

D ：飛来物が衝突する衝突断面の等価直径（m） 

K ：鋼板の材質に関する係数 

m ：飛来物の質量（kg） 

v ：飛来物の飛来速度（m/s） 

 

ただし，BRL式が記載されている「構造物の衝撃挙動と設計法（土木学会）」においては，

この評価式の成り立ちに関する実験条件等が明確に示されておらず，衝突面が角型であ

る飛来物を，BRL式の等価直径（D）に入力する方法が明らかになっていない。 

衝突面が角型の飛来物を，BRL式の等価直径（D）に入力する方法として，以下の3つが

挙げられる。補足別図1に等価直径（D）の入力方法イメージを示す。 

①衝突部の接触面積と等価な面積の円の直径 

②衝突部の投影面積と等価な面積の円の直径 

③衝突部の周長と等価な周長の円の直径 

 

37



2 

 

① ② ③ 

   

補足別図1 等価直径（D）の入力方法イメージ 

 

等価直径（D）の入力方法が明らかになっていないため，先行発電炉では「①衝突部の

接触面積と等価な面積の円の直径」を等価直径（D）として入力しているのに対し，本施

設では次項で示す最新知見を用いて「③衝突部の周長と等価な周長の円の直径」を等価直

径（D）として入力している。 

本施設におけるBRL式の等価直径（D）の考え方を補足別図2に示す。 

 

 

補足別図2 等価直径（D）の考え方 

 

2. 等価直径（D）の入力方法に関する最新の知見について 

2019年度電力中央研究所の研究報告（参考文献（1））（以下，「最新の研究報告」という。）

では，飛来物の衝突パラメータ（接触面積，質量，衝突速度，形状）を考慮したBRL式へ

の等価直径（D）の入力方法，耐貫通性能に及ぼす影響及びBRL式の適用性について実験結

果から評価している。 

 

 

直径 D＝0.311 mを 

BRL式へ入力 

38



3 

2.1 円形衝突部の影響について 

最新の研究報告では，外径が等価で接触面積が異なる剛パイプと円柱を鋼板に衝突さ

せる試験を実施している（補足別図3参照）。衝突部の外径は50 mmである。 

補足別図4に示す試験結果に有意な差が見られないことから，衝突時の接触面積による

耐貫通性能への影響は小さいと結論付けている。すなわち，耐貫通性能への影響は外径に

依存すると考えられるため，等価直径の設定において「①衝突部の接触面積と等価な面積

の円の直径」を等価直径とすることにより得られる評価結果には非常に大きな保守性が

含まれているものと言える。 

 

 

補足別図3 飛翔体の衝突部形状（参考文献(1)より） 

 

 

補足別図4 円形衝突部の試験結果（参考文献(1)より） 

 

2.2 飛翔体質量と衝突速度の影響について 

最新の研究報告では，円柱に対し，質量と衝突速度を変化させた貫通試験を実施してい

る。質量は6 kg，8.4 kg，11.5 kgの3種類としている。 

試験結果を補足別図5に示す。BRL式による評価は，ある衝突速度に対する鋼板の貫通限

界厚さを表しているのと同時に，ある鋼板厚さに対する貫通限界衝突速度を表している。

試験結果によると，貫通が生じた試験ケースはいずれの飛翔体質量においてもBRL式によ

り求めた貫通限界厚さを下回る右側の領域（すなわち，貫通限界衝突速度よりも速度が大

きい領域）でのみ観察されており，BRL式は飛翔体質量及び衝突速度によらず，試験結果

を保守的に評価していると結論付けている。 
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補足別図5 試験結果とBRL式の比較（参考文献(1)より） 

 

2.3 多角形の衝突部形状の影響について 

最新の研究報告では，「2.1 円形衝突部の影響について」に示した接触面積が貫通性

能に与える影響は小さいとの結果を踏まえ，円形衝突部と周長を同一とする四角形，六角

形衝突部による貫通試験を実施することにより多角形の衝突部形状の影響について確認

している。 

補足別図6に，多角形衝突部による試験結果を示す。また，補足別図7に多角形衝突部の

試験後断面を示す。この結果，多角形の場合は円形に比べて試験後断面から過酷な衝突条

件になることがわかるものの，BRL式へ入力する等価直径（D）を「③衝突部の周長と等価

な周長の円の直径」とすることで，多角形衝突部の耐貫通性能についても保守的に評価可

能であると結論付けている。 

 

補足別図6 多角形衝突部による貫通試験結果（参考文献(1)より） 
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補足別図7 多角形衝突部の試験後断面（参考文献(1)より） 

 

 

3. 最新の研究報告の適用に係る考察 

3.1 最新の研究報告について 

「2.2 飛翔体質量と衝突速度の影響について」より，剛飛来物の質量及び衝突速度を

変化させた場合においても，試験結果に有意な差はなく，BRL式による評価は実現象より

も保守的に評価できることが分かった。また，「2.3 多角形の衝突部形状の影響について」

より，剛飛来物の形状が多角形（四角形，六角形）の場合であっても，その周長が等価な

円の直径を等価直径（D）として入力することにより，鋼板の貫通限界厚さ（又は貫通限

界衝突速度）を保守的に評価可能であることが分かった。 

以上のことが実験的に確認された飛来物に比べ，設計飛来物の質量及び寸法はいずれ

も異なるため，最新の研究報告の適用の妥当性について「3.2 設計飛来物へのBRL式の適

用について」及び「3.3 最新の研究報告の適用について」に示す。 

 

3.2 設計飛来物へのBRL式の適用について 

2015年度電力中央研究所の研究報告（参考文献（2））（以下，「従来の研究報告」という。）

では，設計飛来物と等価な断面形状（250×250 mm（設計飛来物は200×300 mm））及び質

量を大きくすることにより同等以上の運動エネルギ（182～186 kJ※2（設計飛来物は176 

kJ））を有する飛来物による衝突試験を実施している。竜巻影響評価ガイドに例示される

設計飛来物の質量（135 kg）及び寸法（200×300×4200 mm）から，その板厚は4.26 mmと

算出できるが，本試験では設計飛来物より厚い板厚（4.5 mm）の飛来物による試験を実施
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し，衝突部の変形によってエネルギの一部が吸収され，9 mmの板厚で非貫通の試験結果が

得られたとしている（補足別図8，補足別表1参照）。 

また，BRL式はタービンミサイルや設計飛来物に対する貫通評価において使用されてき

た実績があることから，BRL式は飛来物の質量の大きさに係らず適用できるといえる。し

たがって，BRL式は設計飛来物の質量及び寸法においても適用できる。 
 

※2：貫通試験SS-1（剛飛来物）は，衝突断面の周長が設計飛来物とほぼ同等ではあるものの，

その板厚（16 mm）を前提とした場合，質量又は奥行きが設計飛来物と異なるため，本試

験結果は参考とする。 

 

 
補足別図 8 試験後の柔パイプ重錘の変形状況（参考文献(2)より） 

 
補足別表 1 設計飛来物と等価な断面形状及びエネルギを有する試験体を用いた鋼板

（SS400：板厚 9 mm）の貫通試験の結果（参考文献(2)より） 
 

設計飛来物 
貫通試験 SS-5 

（柔飛来物） 

（参考） 

貫通試験 SS-1 

（剛飛来物） 

飛来物サイズ（mm） 200×300×t4.26 250×250×t4.5 250×250×t16 

衝突エネルギ（kJ） 176 182 186 

衝突速度（m/s） 51 18.3 18.3 

現象時間（sec） - 0.0652 0.0156 

貫通の有無 - 無 有 
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3.3 最新の研究報告の適用について 

「3.1 最新の研究報告について」より，飛来物の質量を6 kg～11.5 kgの範囲で変化さ

せた場合でも，試験結果に有意な差はなく，「③衝突部の周長と等価な周長の円の直径」

を用いたBRL式で貫通限界厚さを評価できることを確認した。 

さらに，「3.2 設計飛来物へのBRL式の適用について」より，BRL式は飛来物の質量の大

きさに係らず適用できることを確認した。 

以上より，設計飛来物の質量及び寸法においても，「③衝突部の周長と等価な周長の円

の直径」を等価直径（D）として入力することにより，鋼板の貫通限界厚さは評価可能で

あるといえる。 

最新の研究報告は，「③衝突部の周長と等価な周長の円の直径」を等価直径（D）として

入力することで貫通限界厚さを評価できることを多数の実験データから確認しているも

のであり，かつ，これと相反するような実験データは確認されていないことから，十分な

信頼性があるものといえる。しかし，四角形衝突部の場合の貫通限界厚さ付近の実験デー

タは十分とはいえない。したがって，最新の研究報告を設計飛来物に適用するにあたって

は，実験的に非貫通の結果が確認されている値を貫通限界厚さとして採用することとす

る。 

具体的には，実験的に非貫通の結果が確認された比率（BRL式による貫通限界厚さ／実

験的に非貫通が確認された実測厚さ）を考慮する。すなわち，BRL式の算出結果を当該比

率で除することによって得られる8.2 mmを設計上担保する貫通限界厚さとする。 

（設計飛来物を対象とした BRL式による貫通限界厚さ）÷（研究報告の実験時の BRL式

による貫通限界厚さ／研究報告で実験的に非貫通が確認された実測厚さ） 

＝7.9 ÷ 0.97 ＝ 8.2 

 
なお，飛来物が鋼板に対して斜めに衝突する場合，局所的に厳しい結果となることが予

想されるが，飛来物が貫通するために鋼板が破断する範囲は垂直に衝突する場合よりも

大きくなる。また，実際には鋼板に衝突した際の角度を維持したままではなく，回転方向

の運動になることが考えられる。したがって，鋼板に対して垂直に衝突しなければ，飛来

物自体が鋼板を貫通し，さらに竜巻防護対象施設へ衝突することは考えられないため，竜

巻防護対象施設の安全機能を損なうことはない。 
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4. まとめ 

以上のことから，最新の研究報告の内容は，設計飛来物の質量及び寸法に対する鋼板の

貫通評価においても適用できる。 

最新の研究報告は，「③衝突部の周長と等価な周長の円の直径」を等価直径（D）として

入力することで貫通限界厚さを評価できることを多数の実験データから確認しているも

のであり，かつ，これと相反するような実験データは得られていないことから，十分信頼

性があるものといえる。しかし，四角形衝突部の場合の貫通限界厚さ付近の実験データは

十分ではないことを踏まえ，周長が同一の円の直径を等価直径としてBRL式で評価した結

果に，実験的に非貫通の結果が確認されている値を採用することとし，設計上担保する貫

通限界厚さを8.2 mmとする。 
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